
村田町空き家バンク制度のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家バンクは、「貸したい・売りたい」   「借りたい・買いたい」をつなぐ制度です！ 

町は、ホームページで空き家情報の情報提供のみを行います。 

売りたい人・貸したい人  買いたい人・借りたい人 

◆物件登録 

物件の登録申込書を役場に提出 

（登録方法は、お問い合わせください） 

 

◆情報提供 

町公式ホームページで物件を紹介 

 

◆個別情報提供確認 

情報希望者がいる場合、役場から連絡 
（物件の詳細情報の提供について可否を判断いただきます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆物件を探す 

町公式ホームページ等で物件を閲覧、 

町へ直接問い合わせ（まちづくり振興課） 

 

◆利用者登録 

利用者登録申込書を役場へ提出 

 

◆情報利用申込 

見学したい空き家の情報がある場合、 

情報利用申込書を役場へ提出 
（所有者の承諾後詳細閲覧可能に） 

 

 

 

 

 

 

 

◆お申し込み・お問い合わせ 

村田町役場 まちづくり振興課 政策推進班 
〒989-1392 宮城県柴田郡村田町大字村田字迫６番地 
TEL：0224-83-2113／FAX：0224-83-5740 
Mail：mura-mac@town.murata.miyagi.jp 

空き家所有者の皆様へ 

空き家の登録を 

募集しています 村田町空き家バンク 

所有者からの説明または現地見学等 

お互いの条件が一致した場合に契約（※） 
 

※町は、ホームページ等での情報提供と、所有者と希望者をつなげる役割です。売買または

契約に関することは、当事者間（不動産業者を含む）で協議していただきます。 



※各様式は、役場まちづくり振興課に用意しています。

空き家を貸したい・売りたい場合

　④町は審査後に、申込者へ利用者登録結果通知書（様式9）を送付。情報利用申込のできる利用者となる。

■空き家の登録

　①空き家等の所有者は、登録する物件について町へ登録申込書（様式1・2）を提出。

村田町「空き家バンク」フローチャート

登録情報を提供

町で審査後に決定

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

空
き
家
情
報
公
開

※現地見学は、必要に応じて、町・行政区長が同行します。

※契約の際は、当事者間で交渉いただきます。町は、売買または賃貸の仲介は行いません。

町で審査・現地調査後に決定する

交渉及び契約した場合、物件の所有者は、

交渉結果について町へ報告してください。
◆空き家バンクの情報は、町ホームページ及び総

合窓口にてご確認していただけます。

◆現地確認や詳細情報を希望される方は、

「③利用者登録申込」をお願いします。

物件の詳細情報・現地見学

を希望する場合に申込する
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物件の詳細情報を提供するか確認　　

空き家情報を利用したい場合

■所有者と面談・交渉・契約

　⑨物件の所有者と情報提供を受けた利用者にて現地確認等の面談をする。(必要に応じて行政区長と面談)

　⑩交渉及び契約した場合、物件の所有者は、交渉結果について村田町へ報告。
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■空き家情報の利用申込

　⑤利用者は、空き家バンク情報の利用（詳細提供）を希望する場合は、情報利用申込書（様式13）を町へ提出。

　⑥町は審査後に、該当物件の所有者へ、情報提供の可否を情報利用確認書（様式14）にて確認。

　⑦該当物件の所有者は、町へ情報提供の可否を返答。

　⑧町は、利用者へ情報提供の可否について、情報利用結果通知書（様式第15号）にて通知。

　②町は審査後、申込者へ登録結果通知書（様式3）を送付。

■空き家情報利用希望者の登録

　③空き家バンクに登録された物件情報の提供を希望する者は、利用者登録申込書（様式7）と誓約書（様式8）を町へ提出。

①物件登録申込

②物件登録結果通知

③利用者登録申込

④利用者登録結果通知

⑤情報利用申込

⑧情報利用結果通知

空き家物件詳細情報提供

⑥情報利用確認

⑦情報利用の可否

⑨現地見学・交渉・相談・契約
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